
【参考】

那覇港輸出貨物増大促進事業（船社対象）補助金

～申請から補助金の支払いまでの流れ～

申請者 　　那覇港管理組合

第１号様式（第６条関係）

※必要書類を添付

第７号様式（第７条関係）

第４号様式（第10条関係）

第８号様式（第11条第１項関係）

第６号様式（第13条第2項関係）

①補助金交付申請

③補助金実績報告

④補助金の額の確定

②補助金交付決定

⑤精算払請求

⑥支払手続き

（事業中止又は廃止の場合は第３
号様式
(第９条関係)）

（事業中止又は廃止の場合は第９号様式
(第12条第1項関係)）

（概算払請求の場合は第５号様式
(第13条第1項関係)）


